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京都観光の現状と取組                             
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近年の京都市の観光施策の変遷 
～質を高めて量を確保する～ 
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＜目 標＞ 

観光客5,000万人 

平成13年1月策定 

京都市観光振興推進計画 
おこしやすプラン21 

＜目 標＞ 

「量」の確保 

＜目 標＞ 
「質」の向上 

世界が共感する観光都市 

 「観光スタイルの質」を高めます 
「観光都市としての質」を高めます 

 
１００ 施策 

平成22年3月策定 

未来・京都観光振興計画2010＋5 

＜目 標＞ 

「量」の確保 

＜目 標＞ 

「質」の向上 

平成26年10月策定 

京都観光振興計画2020 

＜目 標＞ 

「感動」の先を目指して 

世界があこがれる観光都市へ 

達成 達成 

成果 

１１６ 事業 

１９１ 事業 

「京都市ＭＩＣＥ戦略」策定 「京都市ＭＩＣＥ戦略2020」策定 
更なる
飛躍 

2014-2020 

2010-2014 

2001-2010 
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City of Kyoto 

「誰もが安心安全に，笑顔で楽しく暮らし，観光できる，やさしさあふれるおもてなしのまちづくり」を進め，     
50年後，100年後も世界の京都として輝き続けるよう力強く取組を推進 

 基本理念 

世界中の人に京都に行きたいという「あこがれ」をもってい
ただき尊敬される京都を目指します 

丹精込めた「おもてなし」により，京都を訪れた方々に，多く
の感動を届けます 

市民，社寺関係者，文化関係者，観光関連業界，地元企
業，大学・学生，観光客など，京都を愛する皆様とこの計画
を共有し，心を一つにして実現に取り組みます 

多様な景観資産，自然景観と文化資産を守り，育て，創造的
に活用を進めるまち 

旅と暮らしの安心・安全が世界一しっかりと守られているまち 

ひとと公共交通を優先する，歩いて楽しいまち 

市民ぐるみで観光客の皆様をあたたかくお迎えする，おもて
なしのまち 

2020年の観光都市像 

京都を再び訪れたい 

再来訪意向 
 毎年着実に100％へ 
「大変そう思う」を80％以上に 

親しい友人に 
京都観光を勧めたい 

紹介意向 
 毎年着実に100％へ 
「大変そう思う」を80％以上に 

「京都のおもてなし度」 
毎年着実に100％へ 
「大変そう思う」を80％以上に 

京都の観光消費額 

年間1兆円 
外国人宿泊客数 

年間300万人 

計画目標 

住民にとって住みやすいまち 観光客にとっても満足度が高いまち 
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京都観光振興計画2020～世界があこがれる観光都市へ～ 

観光に取り組む意義 

文化・景観  交流  経済 



資料：京都観光総合調査 平成28年（2016年） 
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京都市の観光客数（2016年） 

３年連続で５，５００万人台を維持し，５，５２２万人に 
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H28 H27 H26 トリップアドバイザーランキング（※） 

清水寺 ６７．７％ ６５．０％ ６４．４％ 
2014年7位，2016年10位， 

京都観光ランキング4位 

行ってよかった！日本の展望スポットランキング1位 

金閣寺 ４９．５％ ５３．７％ ５４．０％ 
2014年4位，2015年11位， 

2016年8位，京都観光ランキング2位 

二条城 ５０．９％ ４９．９％ ４７．４％ 
2014年17位 

京都観光ランキング10位 

祇園（ギオンコーナー） ５０．５％ ４９．１％ ３１．３％ 京都観光ランキング11位 

伏見稲荷大社 ４３．３％ ４１．４％ ３５．８％ 
2014年1位，2015年1位，2016年1位， 

世界の人気ランドマーク25位 

京都観光ランキング1位 

嵐山・嵯峨野 ３１．２％ ３３．０％ ３２．５％ 
2014年14位（いわたやま），2015年28位，京都観光ラ
ンキング12位 

京都御所 ２３．０％ ２９．９％ ２７．２％ 

銀閣寺 ２５．４％ ２８．８％ ３０．３％ 京都観光ランキング8位 

外国人観光客の市内訪問地（複数回答） 

（※）トリップアドバイザー 外国人に人気の日本の観光スポットベスト３０，人気のある京都市の観光名所 

H28 H27 H26 

人が多い，混雑 15.0% 13.8% 10.3% 

京都観光の個別残念度（日本人） 

H28 H27 H26 

人が多い，混雑 5.9% 6.4% 7.8% 

京都観光の個別残念度（外国人） 

外国人急増による課題 混雑 



資料：京都観光総合調査 平成28年（2016年） 
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京都市の宿泊客数（2016年） 

前年から53万人，3.9％増加し，過去最高となる1,415万人に 

※無許可民泊施設での宿泊客数は含まれていません。 



資料：京都観光総合調査 平成28年（2016年） 
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京都市の外国人宿泊客数（2016年） 

２年連続で300万人を突破し，過去最高となる318万人に 

※無許可民泊施設での宿泊客数は含まれていません。 



日本人観光客 外国人観光客 計 

日帰
り客 

4,156万人 166万人 
4,322万

人 

宿泊
客 

1,046万人 316万人 
1,362万

人 

合計 5,202万人 482万人 
5,684万

人 

日本人観光客 外国人観光客 計 

日帰
り客 

3,764万人 
(9.4%減） 

343万人 
4,107万

人 

宿泊
客 

1,097万人 318万人 
1,415万

人 

合計 4,861万人 661万人 
5,522万

人 

※訪日外国人旅行者の京都府訪問者数推計（訪日外客数×京都府訪問率） 
 H27  1974万人×24.4%＝482万人 
 → H28  2404万人×27.5%＝661万人 前年比37.1％増  
  出典：JNTO「訪日外客数」，観光庁「訪日外国人の消費動向調査」 
＊日本への訪日外客数の増加率 21.8% 

※外国人観光客については，京都府訪問者＝京都市訪問者とみなして推計 

京都市の観光客数等の内訳の推計（2016年） 

(H27) (H28) 

宿泊客（日本人・外国人），外国人日帰りは増加 
 

日本人日帰り客が大きく減少 
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訪日外客の京都府訪問率の推移 

（人） （％） 

16.7% 17.3% 
19.3% 

21.9% 
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H23 H24 H25 H26 H27 H28

京都府訪問外客数 訪日外客数 京都府訪問率（右軸） 

京都への外国人客の訪問率は年々増加。 
 

H23は訪日外客の６人に1人が京都に来ていたが，H28は3.6人に1人が入洛。 

※訪日外国人旅行者の京都府訪問者数推計（訪日外客数×京都府訪問率） 
 H27  1974万人×24.4%＝482万人 
 → H28  2404万人×27.5%＝661万人 前年比37.1％増  
  出典：JNTO「訪日外客数」，観光庁「訪日外国人の消費動向調査」 
＊日本への訪日外客数の増加率 21.8% 



資料：京都観光総合調査 平成28年（2016年） 
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京都市の観光消費額（2016年） 

対前年比11.9％増の過去最高額。 
 

2020年目標の「観光消費額1兆円」を４年前倒しで達成！ 
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海外参加者数（右軸） ICCA件数 JNTO件数 

京都市の国際会議開催件数の推移 

国際会議開催件数，海外参加者数，ともに過去最高 
 

国際会議参加者は，観光客より観光消費額が多いと言われている 
※日本人の場合は1.4倍，外国人の場合は1.8倍（京都市調べ） 

（件数） 
（人） 

資料：（公財）京都文化交流コンベンションビューロー 



1950年  
2500万人 

2016年  
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（百万人） 

資料：UNWTO（世界観光機関）「Tourism Towards 2030」「Tourism Highlights 2017」を基に作成 

国際観光客数の推移及び推計 

外国人観光客の今後の見込み 
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今後の見通し 

 国は，2020年の訪日外国人旅行者数目標を平成27年の2倍の4,000万人に設定。それに伴って，本市への外国人宿泊客数も約440万人～630
万人に増加すると試算している。この人数を受け入れるためには，平成32年までに少なくとも10,000室分の宿泊施設が新たに必要となる。 

本市の宿泊政策における基本的な考え方 

宿泊の質を高め，観光の質を高めることが，量の確保につながる 
→多様な観光客のニーズに対応する，様々なタイプやグレードの宿泊施設の拡充・誘致により，全体的な質を高め，裾野を広げる。 

地域や市民生活と調和を図る 市民と観光客の安心・安全の確保 多様で魅力ある宿泊施設の拡充 

地域の活性化につなげる 京都経済の発展を牽引 

宿泊施設の拡充・誘致に対する取組 

①旅館・ホテル等誘致総合窓口 

②市内全域での宿泊施設の拡充 

③上質な宿泊施設の誘致 

④旅館の利用促進 

⑤表彰制度の創設     

⑥担い手育成支援  

⑦周辺自治体との連携  

～観光立国・日本を牽引する安心安全で地域と調和した宿泊観光の向上を目指して～ 

京都市宿泊施設拡充・誘致方針（平成28年10月策定） 

平成29年5月 

「上質宿泊施設誘致制度」を創設 
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考え方 

「民泊」に対するこれまでの取組 

■「民泊」については，市民と観光客の安心安全を確保するとともに，周辺住民の生活環境との調和を図ることが重要である。 
■本市の「民泊」は宿泊施設不足への対応や不動産の活用の手段というより，京都における新しい宿泊観光コンテンツとして位置づけ，
京都らしい良質な「民泊」（「京都の暮らし」の体験やホームステイによる市民との交流など付加価値を持つもの）を推進していく。 

「民泊」に対する考え方及び取組 

 ○ 「民泊通報・相談窓口」の設置（平成２８年７月１３日～） 

 ○ 「京都市宿泊施設拡充・誘致方針」の策定（平成２８年１０月３１日）  

 ○ 「京都市旅館業施設における安心安全及び地域の生活環境との調和の確保に関する指導要綱」の策定 
                                            （平成２８年１２月１日から実施） 

 ○ 「民泊」対策プロジェクトチームの設置（平成２７年１２月１日～） 

 ○ 京都市民泊施設実態調査の実施（平成２８年５月９日） 

 ○ 「民泊」対策に特化した専門チーム（１８名）の設置（平成２９年４月１日～）  

 ○ 違法な「民泊」施設の適正化指導の強化に向けた民間委託による調査の開始（平成２９年６月～）  

 ○ 「京都市にふさわしい民泊の在り方検討会議」の開催（平成２９年９月～１１月）  

平成２８年７月に全国に先駆けて開設。 

これまでに２，８００件を超える苦情に対し， 

３，４９０回に及ぶ現地調査を実施し， 

３４３箇所を営業中止に。 

○ 「民泊」対策専門チームに２名の増員及び条例の制定と施行に向け，４名を新たに配置するなどの体制強化（平成２９年１０月） 

○ 京都市京町家の保全及び継承に関する条例及び京都市宿泊税条例の議会での可決（平成２９年１１月） 
○ 京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール（案）に関する市民意見を募集中 

                                 （平成２９年１２月５日～３０年１月１２日）   

 ○ 京都市内の分譲マンション管理組合約１，７００件に民泊に関する管理規約の見直しを周知（平成２９年８月～）            
                                               （１１月２２日時点で３回実施） 

14  ○ 京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例  平成３０年２月２３日可決      
                                                



３つの集中の是正  
  

①時間（朝観光・夜観光）②季節（閑散期対策）③場所（特定のポイントの集中） 
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■ 季節の分散  ■ 時間帯の分散  ■ 場所の分散  
観光キャンペーンの実施 

花灯路・京の七夕 

朝観光・夜観光の推進 
地域と事業者とのマッチング 

各エリアの魅力発信 

例）京都駅西部エリア 
 ・鉄道博物館 
 ・京都水族館 
 ・梅小路公園 
 ・中央卸売市場 
 ・東本願寺・西本願寺，東寺， 
  壬生寺 
 ・島原，角屋 

京都レストランウィンタースペシャル 

集中から分散へ 
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観光客のエリアの分散化～観光客分散化部会～ 

● 多様なエリアの奥深い魅力を発掘・発信し，市内全域 
 への観光客の分散化と地域の活性化を目指すことを目的 
 に，庁内に「観光客分散化部会」を設置。 
  部会では，各地域の主体的な取組みと事業の推進を支 
 援する。 
 
● 分散化が想定されるエリアごとに，地元の意向を踏ま 
 えた上で，地元関係者，民間事業者，ＤＭＯ，庁内関係 
 者及び地元区役所，観光ＭＩＣＥ推進室を構成メンバー 
 とする「プロジェクトチーム」等を通じて，推進する。 

観光客 
分散化！ 



伝統文化を基軸とした体験型メニューの拡充 

○京都市認定通訳ガイドによる着地型ツアーの拡充（時間の分散・場所の分散） 
 ・二条城，京都迎賓館，京都遺産，伝統産業の工房，商店街，酒蔵etc 

○京都工房コンシェルジュ http://www.kyotoartisans.jp/en/ 
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・観光消費の増加 

・繁閑差の縮小 

・長期滞在の促進 

市民の安定的な雇用・所得の向上へ 

観光施策で好循環を生み出す！ 

・観光産業等の人材育成 

・労働生産性の向上 

フォーリンフレンドリータクシー 

京都観光の未来を支える担い手育成 

京都市認定通訳ガイド 

花灯路 

免税店支援 

VISAとの連携協定 

観光の経済効果を市民生活の向上につなげる 

新たな魅力創出 

74の伝統産業 

上質な宿泊施設 

海外富裕層の誘致で強力に牽引 
       修学旅行は，将来の京都ファン・リピーター 
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  (参考)宿泊税の導入について 

 財源確保の必要性・負担の在り方 

入洛客の増加等により，受入環境整備や交通渋滞対策などの課題 ⇒ 市民生活にまで影響を及ぼすものも       

○ 制度概要    

平成３０年１０月１日 

※ 平成30年2月9日に，総務大臣から宿泊税新設の同意を得る。 

行政サービスの一層の充実を図るため，受益と負担の関係から，入洛客にも 
一定の負担を求めることには合理性がある 

納税義務者 

 ホテル，旅館，簡易宿所のほか，いわゆる違法 

 民泊等も含めた，すべての宿泊者 

宿泊料金 税額 

20,000円未満 200円 

20,000円以上50,000円未満 500円 

50,000円以上 1,000円 

税率 

※ 修学旅行生等については課税を免除  

京都ならではの歴史や自然・文化を守り，創造し未来へ引き継ぐ 

                ⇒都市の品格と魅力を高めていくため，様々な取組の更なる推進が必要 

○ 使途   

○ 施行期日   

宿泊税の導入を決定 

※昨年１１月 議会で条例可決 

・滞在時間が長く，行政サービスの受益の程度が大きい 

・滞在中の消費額が比較的大きい 

・宿泊施設及び宿泊客の把握が可能 であることなどから 

京都に求められる役割 

 住む人にも訪れる人にも京都の品格や魅力を実感できる取組の推進 

  例：文化財保護や歴史的景観の保全，快適な歩行空間の創出，観光や文化の担い手の育成 

 入洛客の増加など，観光を取り巻く情勢の変化 に対する受入環境の整備 

   例：入洛客の安心安全の確保，観光案内標識の整備，観光地トイレの拡充 

 京都の魅力の国内外への情報発信の強化 

※ 近年課題となっている「京町家の保存・継承」，「道路の渋滞や公共交通機関の混雑対策」， 

  「違法民泊の適正化」などについても，宿泊税を財源として，今後，取組を進めていく予定 
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 昨今，急増している民泊については，利用者の騒音やごみ投棄などにより，周辺地域の市民生
活に影響が生じており，違法・不適切な民泊の通報・監視・指導等の体制を強化    1.5億円 

  (参考)平成30年度宿泊税を財源として充実・強化する取組 

宿泊税を財源として充実・強化す
る取組 

○宿泊税の導入を踏まえ，宿泊
事業者が円滑に事務を行えるよ
う個別相 

談会・セミナーを実施 

○旅館等の経営力強化や魅力
発信に向けた取組を支援 

○宿泊事業者への事務補助金
の創設（31 年度から交付） 
前年度の特別徴収額の2.5％(当
初5 年間は3%)を補助金として交
付 

30 年度の宿泊税充当事業は「市

民，観光客，観光関係事業者が
30 

年度に宿泊税の導入効果を実感
できる」取組に充当 

とりわけ「現下の観光課題を早急
に解消し，市民生活との調和を 

図る取組」に優先して充当 

5億円 

充当額 

経費規模 1 億4,000 万円 

1.5 

億円 

充当額 

0.5 

億円 

充当額 

京都市を訪れる観光客が一部観
光地に集中し，観光地周辺や公
共交通機関の混雑 

につながっているため，これらの
課題を解消するための取組を充
実・強化 

①混雑対策 

○観光地等の混雑緩和に向け
て，手ぶら観光の普及促進や観
光案内標識の 

設置・改良等の取組を推進 

○観光客の３つの集中（場所・時
間・季節）の緩和に向けた取組を
強化 

朝観光・夜観光の推進，新たな観
光資源(隠れた名所)の発掘・PR 

など 

○公共交通機関の更なる有効活
用や混雑緩和等に向けて，ビッ
グデータ等 

を活用した交通流動実態調査を
実施 

○市バス等の公共交通機関の混
雑緩和の取組を強化 

「前乗り後降り」方式の導入によ
る乗降時間の短縮 

昨今，急増している民泊について
は，利用者の騒音やごみ投棄な
どにより，周辺 

地域の市民生活に影響が生じて
おり，違法・不適切な民泊の通
報・監視・指導等 

の体制を強化 

②民泊対策 

宿泊税の導入にあたっては，宿
泊事業者の協力が不可欠であ
り，宿泊事業者への 

負担軽減策や経営強化に向けた
支援策を実施 

③宿泊事業者支援 

○違法・不適切な民泊に対する
指導の強化 

民泊通報・相談窓口 体制強化や
アドバイザー派遣の新設 

現地調査員(見回り部隊) ４人体
制からの倍増を予定 

○民泊等に対して「消防検査済
表示制度」を創設するなど，宿泊
者及び周 

辺住民の安心・安全を確保 
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宿泊税充当事業について 

○京町家を将来の世代に継承し
ていくための取組を充実・強化 

重要京町家・京町家保全重点取
組地区の京町家の改修助成制
度の創設 

市が借り上げた京町家を，民間
を通じて流通させる賃貸モデル
事業の実施 

新築の京町家の普及促進（新築
京町家の基準の検討） 

○子どもたちが文化芸術に触れ
る機会を創出し，京都の文化力・
おもてなし 

力の向上を推進 

○京都伝統産業ふれあい館のリ
ニューアル（ ～ の2 箇年で実施） 
○無電柱化事業の推進 

先斗町通，銀閣寺道，長辻通 

○中国語など多言語での啓発記
事や海外のWEB サイト，ガイド
ブック等で 

の周知など外国人観光客のマ
ナー啓発の取組を充実・強化 

○観光地周辺トイレの洋式化等
による受入環境の整備・充実 

観光トイレ 認定箇所数 38 箇所
→50 箇所（ ～ ） 
公衆トイレ 洋式便器設置率
100％達成( ～ でリニューアルを
実施） 
公園・駐車場トイレ 洋式化・清掃
回数増 

○京都観光オフィシャルサイトの
機能強化 

京都の奥深い魅力だけでなく，観
光地の分散化やマナー啓発（京
都の 

生活スタイル・習慣）などの記事
コンテンツも充実 

事業経費 37 億円 

うち充当額 19 億円 

京都ならではの文化振興（文化
資源の継承・担い手育成） 

京都ならではの美しい景観の保
全 

【徴税コスト（システム改修等）】 
4億円 

充当額 

6億円 

充当額 

2億円 

充当額 

外国人をはじめとする観光客等
の増加により，観光インフラの整
備（利便施設の 

多言語化,観光トイレ等の拡充）

や観光客のマナー対策などが課
題となっており， 

これらの受入環境の整備により，
市民生活の満足度も高めていく 

④受入環境整備 

京都に蓄積された日本の歴史・
文化，これらが織りなす景観を次
の世代にしっか 

りと引き継ぎながら，京都の都市
の品格，魅力を一層向上させる
施策を推進 

⑤京都ならではの文化振興・美し
い景観の保全 
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平成30 年度予算における宿泊
税充当事業 

[１ 混雑対策] 

①観光地等における混雑緩和策 

118（116） 

手ぶら観光の普及，観光案内標
識の設置・改良，臨時観光案内
所の機能充実 

②隠れた名所の活用等による観
光地分散化 42（20） 

③修学旅行生誘致に向けた取組
の充実 16（16） 

修学旅行生の安全対策や修学
旅行の時期分散化に向けた取組
の推進 

④地域と連携した観光と市民生
活との調和推進事業 6（6） 

⑤ビッグデータ等を活用した交通
流動実態調査 30（30） 

⑥観光地等交通対策（嵐山地
区，東山地区） 24（23） 
⑦交通バリアフリー化対策 449

（153） 

駅等のバリアフリー化（阪急西院
駅など） 

道路のバリアフリー化（烏丸通，
本町通など） 
⑧自転車走行環境整備 148

（36） 

⑨安心・安全な東大路歩行空間
創出事業 303（60） 

⑩市バスの混雑対策（前乗り後
降り方式導入） 24（19） 
[２ 民泊対策] 

⑪「民泊」対策事業 134（134） 

通報・相談窓口の体制強化，現
地調査員（見回り部隊）の増強，
簡易宿所に対する査察 

強化など 

⑫民泊等に対する火災予防対策
の推進 10（10） 

⑬地域まちづくり支援の取組の
推進 7（7） 
[３ 宿泊事業者支援] 

⑭旅館をはじめとする宿泊施設
の経営強化・魅力発信支援 43

（43） 
[４ 受入環境の整備] 

⑮インバウンド需要獲得強化・マ
ナー啓発事業 54（35） 

外国人観光客マナー啓発，多言
語化・免税店化など外国人観光
客の受入環境整備 

⑯ユニバーサルツーリズム普及
促進事業 5（5） 
⑰災害時の観光客等への対策 

11（11） 

⑱観光地周辺のトイレ洋式化等
による受入環境の整備・充実 

510（248） 

⑲観光・文化コンテンツの発信力
強化事業 51（51） 

京都観光オフィシャルサイトの機
能強化など 
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平成30 年度予算における宿泊
税充当事業 

[５ 京都ならではの文化振興・美
しい景観の保全] 

⑳京町家の保全及び継承に関す
る取組の充実・強化 325（223） 

京町家の改修等に係る助成制度
の創設・拡充など京町家の継承
に向けた取組の推進 

文化財の保全・継承に向けた取
組の推進 165（155） 

“京都を彩る建物や庭園”助成制
度，市指定文化財等保存修理な
ど 

伝統文化・伝統産業の担い手育
成 73（64） 

京都伝統産業ふれあい館リ
ニューアル，子どもたちが文化芸
術に触れる機会の創出など 

歴史的景観の保全に向けた取組
の推進 251（119） 

歴史的景観を保全・継承する京
の道づくり，歴史的町並み再生事
業など 

無電柱化事業 636（66） 

「文化芸術都市・京都」の新たな
文化ゾーンの創出に寄与する「高
瀬川再生プロジェクト」 
の推進 8（8） 
[宿泊税導入に必要な経費] 

宿泊税導入に伴うシステム改修 

184（184） 
課税・徴収事務経費 56（56） 
宿泊事業者への事務費補助金 

31 年度から実施 

前年度の特別徴収額の2.5％(当
初5 年間は3%)を補助金として交
付 

[単位：百万円］ 
※（ ）は充当額 

-73-京都に求められる役割 
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現在の観光課題を早急に解消し，市民生活との調和を図る取組に優先して充当 

②民泊対策 

事業経費 37億円 
うち 充当額19億円（徴税システム改修費2億円含む） 

 宿泊税の導入にあたっては，宿泊事業者の協力が不可欠であり，宿泊事業者への負担軽減策
や経営強化に向けた支援策を実施                                             0.5億円 

③宿泊事業者支援 

 観光インフラの整備（利便施設の多言語化,観光トイレ等の拡充）や観光客のマナー対策などが
課題となっており，これらの受入環境の整備により，市民生活の満足度も高めていく     4億円 

④受入環境整備 

 京都に蓄積された日本の歴史・文化，これらが織りなす景観を次の世代にしっかりと引き継ぎながら，
京都の都市の品格，魅力を一層向上させる施策を推進                   6億円 

⑤京都ならではの文化振興・美しい景観の保全 

 京都市を訪れる観光客が一部観光地に集中し，観光地周辺や公共交通機関の混雑につながっ
ているため，これらの課題を解消するための取組を充実・強化                  5億円 

①混雑対策 


